
建 管 第 ７９３－５ 号  

平成３０年１１月２７日  

 

関係各団体の長 様 

 

埼玉県県土整備部建設管理課長  

（ 公 印 省 略 ） 

 

「埼玉県土木工事成績評定要領」の一部改正について 

 

標記について、下記のとおり一部改正を行ったので参考送付します。 

 

記 

 

１ 主な改正内容 

 (1) 中間検査時の成績評定を導入する。 

  ア 対 象：当初請負代金額１億円以上、かつ工期６ヶ月以上の工事 

  イ 方 法：検査員のみ評定（検査員の配点割合を中間時、完成時で２分割

する） 

 (2) 監督員と検査員の配点割合を変更する。 

   担当監督員・総括監督員・検査員：３・２・５ ⇒ ４・２・４ 

 (3) 「工事特性」の評定を、担当監督員から総括監督員へ移行する。 

 (4) 工事書類作成にあたり、書類の見栄えにつながると考えられる評価項目を

廃止する。（書類の見栄え等は評価の対象としない） 

  ア 担当監督員評価項目（５．創意工夫） 

「施工計画書の作成、写真の管理等に関する工夫」 

⇒「施工計画書の作成、写真の管理等に関する工夫。（書類の出来栄え等、書類自体の工夫は評価の対象としない）」 

  イ 検査員評価項目（２．施工状況） 

    「工事の関係書類を不足なく簡潔に整理していることが確認できる」 

      ⇒「工事関係書類を過不足なく作成していることが確認できる」 

  ウ 検査員評価項目（３．出来形及び出来ばえ） 

    「出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図及び出来形管理表を工夫していることが確認できる」  

      ⇒「出来形管理が、出来形管理図及び出来形管理表により確認できる」 

 

２ 適 用 

  平成３１年４月１日以降に起工する工事から適用する。 

 

３ その他 

改正内容は、建設管理課ホームページにて閲覧できます。 

http://www.pref.saitama.lg.jp/a1002/doboku-gijutu-reikisyu.html 
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